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建 設 常 任 委 員 会 資 料           令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ １ 日  

              （ 2 0 2 5 年 ）       

都 市 整 備 部 都 市 政 策 課  

 

城 陽 さ ん さ ん バ ス の 運 行 計 画 変 更 に つ い て  

 

１  概 要  

 京 都 京 阪 バ ス 株 式 会 社 が 運 行 し 、 市 が 運 行 経 費 の 一 部 を 補 助 し

て い る 城 陽 さ ん さ ん バ ス に つ い て 、 今 後 の 安 定 的 か つ 持 続 的 な 路

線 運 行 の 維 持 を 図 る た め 、 運 行 計 画 の 変 更 を 行 う 。  

 

２  変 更 理 由  

 京 都 京 阪 バ ス 株 式 会 社 に お い て は 、 バ ス 運 転 者 不 足 が 深 刻 化 し

て お り 、 こ れ ま で 一 般 路 線 バ ス の 減 便 や 路 線 の 休 廃 止 、 運 転 者 の

処 遇 改 善 に 資 す る た め の 運 賃 改 定 等 を 断 行 し て き た と こ ろ で あ る

が 、 限 ら れ た 人 員 で 対 応 可 能 な 輸 送 規 模 へ の 整 備 が 必 要 で あ る こ

と か ら 、 全 社 的 な 路 線 バ ス の 利 用 状 況 や 運 行 便 数 等 に 鑑 み 、 城 陽

さ ん さ ん バ ス の 運 行 計 画 を 見 直 す も の 。  

 

３  運 行 計 画 変 更 の 内 容  

（ １ ） 鴻 ノ 巣 山 運 動 公 園 近 鉄 寺 田 線  

① プ ラ ム イ ン 城 陽 発  →  近 鉄 寺 田 行 き  

・ サ ン ガ タ ウ ン 城 陽 経 由 の ５ ２ ５ 系 統 を 廃 止  

→  東 宮 ノ 谷 （ サ ン ガ タ ウ ン 城 陽 南 口 ） で 代 替  

・ ７ 時 か ら １ ８ 時 台 の 運 行 間 隔 を ３ ０ 分 か ら ６ ０ 分 に 変 更  

（ ２ ３ 便 → １ ２ 便 ）  

・ 始 発 を ６ 時 ５ ９ 分 発 に １ 分 繰 り 下 げ 、 そ の 他 時 刻 を 変 更  

② 近 鉄 寺 田 発  →  プ ラ ム イ ン 城 陽 行 き  

・ サ ン ガ タ ウ ン 城 陽 経 由 の ５ ２ ５ 系 統 を 廃 止  

  →  東 宮 ノ 谷 （ サ ン ガ タ ウ ン 城 陽 南 口 ） で 代 替  

・ ８ 時 か ら １ ８ 時 台 の 運 行 間 隔 を ３ ０ 分 か ら ６ ０ 分 に 変 更  

（ ２ ３ 便 → １ １ 便 ）  
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・ 始 発 を ７ 時 ５ ４ 分 発 に 変 更  

 

①プラムイン城陽発（近鉄寺田方面） ②近鉄寺田発（プラムイン城陽方面）

時 時

6 59城 58城 6

7 24 35城 58 7 54

8 22 22 54 8 54 07※ 25 54サ

9 26 26 56 9 54 24 54サ

10 26 24サ 56 10 54 24 54サ

11 26 26 56 11 54 24 54

12 26 24サ 56 12 54 24 54サ

13 26 26 56 13 54 24 54

14 26 24サ 56 14 54 24 54サ

15 26 26 56 15 54 24 54

16 26 24サ 56 16 54 24 54サ

17 26 24サ 56 17 54 24 54

18 26 24サ 18 54 24 54

19 19

城：ＪＲ城陽駅行き　サ：サンガタウン城陽経由 ※：ＪＲ城陽駅発

改正 現行 改正 現行

 

 

（ ２ ） プ ラ ム イ ン 城 陽 長 池 線  

① プ ラ ム イ ン 城 陽 発  →  ア ル ・ プ ラ ザ 城 陽 行 き  

・ 始 発 を ７ 時 １ ４ 分 発 に １ ３ 分 繰 り 下 げ 、 そ の 他 時 刻 を 変 更  

② ア ル ・ プ ラ ザ 城 陽 発  →  プ ラ ム イ ン 城 陽 行 き  

・ 変 更 な し  

 

①プラムイン城陽発（アル・プラザ城陽方面） ②アル・プラザ城陽発（プラムイン城陽方面）

時 時

6 6

7 14城 38 01城 38 7

8 40 37 8 05※30 05※ 30

9 29 29 9 30 30

10 29 29 10 30 30

11 29 29 11 30 30

12 29 29 12 30 30

13 29 29 13 30 30

14 29 29 14 30 30

15 29 29 15 30 30

16 29 29 16 30 30

17 29 29 17 30 30

18 18 30 30

19 19

城：ＪＲ城陽駅行き ※：水主団地発

改正 現行 改正 現行
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※ 今 回 提 示 す る ダ イ ヤ 改 正 案 に つ い て は 、 現 時 点 で の 案 で あ り 、

Ｊ Ｒ 奈 良 線 に て 春 の ダ イ ヤ 改 正 が あ っ た 場 合 な ど は 、 接 続 を 考 慮

し て 調 整 を 行 う 予 定 で あ る 。  

 

（ ３ ） 使 用 車 両 及 び 必 要 運 転 者 数  

・ 使 用 車 両   ： ４ 両  →  ３ 両  （ ▲ １ 両 ）  

・ 必 要 運 転 者 数 ： 休 憩 ・ 交 代 も 考 慮 す る と 、 １ ． ５ 名 分 の  

削 減 効 果  

 

４  実 施 時 期  

 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 （ 水 ）  

 

５  変 更 に よ る 主 な 効 果 及 び 利 便 性 の 維 持  

（ １ ） 効 率 的 な 運 行 体 制 の 確 立  

鴻 ノ 巣 山 運 動 公 園 近 鉄 寺 田 線 を ３ ０ 分 間 隔 か ら ６ ０ 分 間 隔 に

変 更 し 、 車 両 １ 両 及 び 必 要 運 転 者 数 １ ． ５ 名 分 を 削 減 す る こ と

で 、 限 ら れ た 人 員 ・ 車 両 を 有 効 活 用 し 、 持 続 可 能 な 運 行 体 制 を

確 保 す る 。  

 

（ ２ ） 利 便 性 を 維 持 し た ダ イ ヤ 設 定  

 ダ イ ヤ 改 正 後 も Ｊ Ｒ 城 陽 駅 で の 列 車 と の 接 続 、 路 線 相 互 無 料

乗 り 継 ぎ 、 昼 間 の パ タ ー ン ダ イ ヤ 及 び 終 発 便 の 時 刻 を 維 持 し 、

買 い 物 、 通 院 及 び 通 勤 ・ 通 学 等 の 利 用 へ の 対 応 を 継 続 す る 。  

 

 （ ３ ） 需 要 に 則 し た 運 行 の 実 施  

  各 線 に お け る 通 勤 ・ 通 学 の 利 用 実 態 を 踏 ま え 、 朝 の 時 間 帯 に

お い て 的 確 に 便 を 設 定 す る こ と で 、 利 用 者 ニ ー ズ に 沿 っ た 運 行

に 改 善 す る 。  
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６  ス ケ ジ ュ ー ル  

日 程  項 目  

令 和 ７ 年 １ １ 月  ５ 日  城 陽 市 地 域 公 共 交 通 会 議 （ 協 議 事 項 ）  

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ １ 日  建 設 常 任 委 員 会 に 報 告  

令 和 ８ 年  ２ 月  中 旬  事 前 周 知  

・広 報 じ ょ う よ う（ ２ 月 １ ５ 日 号 予 定 ） 

・ 市 Ｈ Ｐ 、 市 Ｓ Ｎ Ｓ 、 バ ス 事 業 者 Ｈ Ｐ  

・ 城 陽 さ ん さ ん バ ス 車 内 、 停 留 所 掲 出  

・ 関 係 各 所 へ の 情 報 提 供  

令 和 ８ 年  ２ 月  中 旬  バ ス 事 業 者 か ら 近 畿 運 輸 局 に 届 出  

令 和 ８ 年  ３ 月 ３ １ 日  路 線 図 ・ 時 刻 表 の 更 新  

・ 市 Ｈ Ｐ 、 バ ス 事 業 者 Ｈ Ｐ  

・ 城 陽 さ ん さ ん バ ス 停 留 所  

令 和 ８ 年  ４ 月  １ 日  城 陽 さ ん さ ん バ ス 運 行 に 係 る 覚 書 変 更  

令 和 ８ 年  ４ 月  １ 日  運 行 計 画 変 更 の 実 施  

 






